
令和６年１２月２日以降の後期高齢者医療制度について

令和７年８月１日からの受診方法

マイナ保険証での受診が困難な方は、２ページをご確認ください。
【例】第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある方など

◆資格確認書は、今までの保険証の代わりとなるものです。
当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方、そのほか広域連合が必要と認めた方には、申請に
よらず交付します（令和7年7月31日までの間は、マイナ保険証をお持ちの有無に関わらず、
住所や負担割合等に変更のあった方等に交付します）。

資格確認書

マイナ保険証

保険証

※令和6年12月2日までに交付された保険証は、内容に変

更がない限り、令和7年7月31日まで使えます。

いずれかで受診

令和７年７月３１日までの受診方法

資格確認書

マイナ保険証
（資格情報のお知らせ）

なし

あり
マイナ保険証

資格情報のお知らせ（令和７年８月から交付予定）

①新たに資格を取得する方
②資格情報が変更になった方(住所や負担割合が変わった場合など）
③紙の保険証が使えなくなった方(有効期限切れを含む）
※上記に該当していても、資格確認書が交付されている方へは交付しません。

マイナ保険証の利用ができない医療機関を受診される場合は、
次のいずれかを提示してください

二次元コード

マイナ保険証をお持ちの方のうち次に該当された方へ、ご自身の被保険者
資格（被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等）を簡単に把握するこ
とができる「資格情報のお知らせ」（A４サイズ）を送付します。

※下記画像は令和6年4月時点の情報です

※下記画像は令和6年4月時点の情報です

次の場合は、マイナ保険証の利用ができないため、市区町村での手続きが必要となります。
●マイナンバーカードの有効期限が切れている（有効期限はカード取得から10回目の誕生日まで）
●電子証明書の有効期限が切れている（有効期限はカード取得から5回目の誕生日まで）

また、一部の認証方法で利用ができない場合があります。
●電子証明書がロックされている（暗証番号を3回連続で誤った場合）
●顔認証がロックされている（顔認証を10回連続で失敗した場合）

利用に係る留意事項
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●マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除申請書

●申請者の本人確認書類

●代理人が申請する場合は委任状、または登記事項証明書等

マイナ保険証の利用を希望されない方

マイナ保険証のメリットとは？

必 要 書 類

申請によりマイナ保険証の利用登録を解除します
下記に記載のメリットをご確認いただいた上で、なおマイナ保険証の利用登録の解除を希望される
場合は、申請により解除し、資格確認書を交付します。
申請にあたっては、ホームページから「マイナンバーカードの健康保険証利用登録
解除申請書」を印刷し、提出してください。

返信用封筒に切手を貼ってご返送ください

申請期限
令和7年5月30日（金）必着
上記の提出期限を過ぎる場合は、お住まいの後期高齢者医療担当窓口に提出してください

留意事項
●紙の保険証または既に資格確認書をお持ちの期間は交付しません。令和7年8月以降にご使用い
ただく資格確認書は、7月中に交付します。
●資格確認書の更新の際、当面の間は、申し出によらず資格確認書を交付しますが、国の方針に
よって取扱いが変更となる可能性があります。
●解除まで通常1～2か月ほどかかります（広域連合に送付いただく場合は、さらに1～2か月)。
それまでの間はマイナ保険証をご利用いただけます。

●資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書（本通知に同封）

●代理人が申請する場合は委任状、または登記事項証明書等

申請により資格確認書を交付します

申請期限
令和7年5月30日（金）必着
上記の提出期限を過ぎる場合は、お住まいの後期高齢者医療担当窓口に提出してください

留意事項

次の項目（任意記載事項）を資格確認書に記載できます

「減額認定証」「限度額認定証」が廃止されました

必 要 書 類

返信用封筒に切手を貼ってご返送ください

マイナ保険証での受診が困難な方

マイナ保険証での受診が困難な方には、資格確認書を交付します。
同封の『資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書』を提出してください。
※マイナ保険証を使いたくないなどの理由で申請することはできません。その場合は、３ページ
の申請をご検討ください。

●紙の保険証または既に資格確認書をお持ちの期間は交付しません。令和7年8月以降にご使用い
ただく資格確認書は7月中に交付します。
●神奈川県外へ転出する等、保険者が変更となる場合は、新たな保険者に再度申請する必要があ
ります。

希望する方は、申請書の任意記載事項欄に してください。
① 限度区分
② 特定疾病区分

※オンライン資格確認の仕組みにより窓口での本人同意で、支払い限度額までにすることができますが、
医療機関で限度区分等の提示を求められた場合は、任意記載事項の申請をしてください。

※令和６年８月１日以降に各認定証の交付を受けていれば（資格確認書へ認定証情報を記載した方を含
む）、申請によらず、限度区分を記載した資格確認書を送付します。

これまで、「区分Ⅰ・Ⅱ」または「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓
口ごとの支払いを自己負担限度額までとするために、各認定証を事前に申請し、保険証
とともに医療機関に提示する必要がありましたが、必要な情報は資格確認書に記載が可
能となりました。
※新規発行は令和6年12月1日で終了しています。すでに交付されているものは、内容に変更がない限
り、有効期限まで使えます。

神奈川広域
ホームページ
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